
（備考）

※注2：一部業種には暫定基準があります。

1　単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は℃、ダイオキシン類はpg-TEQ/L、その他はmg/Lです。

2　　　　　　基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます。（直罰制度）

　　（ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置する事業場に対してのみ適用されます。）

※注1：電気めっき業は暫定基準があります。

※注3：河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、（）は海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値です。

　　　　また、一部業種には、暫定基準があります。

令和6年 (2024年) 4月1日時点下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準
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3　それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除害施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義務があります。
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カドミウム及びその化合物

シアン化合物
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